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発表事項

１ レセプトデータ等の統計情報の提供状況

２ 令和8年度委託金の状況

３ 令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況

４ 新潟審査委員会事務局で発生した再審査紙レセプトの誤廃棄

５ 令和8年3月審査分の審査状況

６ 令和8年4月審査分の特別審査委員会審査状況
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受理・支払状況（月平均）

注1  「（ ）」については、差押に係る数値（再掲）である。
注2 受理状況の「保険医療機関等数」と支払状況の「医療機関等数」は、以下の理由により一致しない。

① 受理状況には、当月処理の対象とならない次月以降処理分や当月処理において効力が発生しない後順位の債権譲渡通知書等が含まれている。
② 支払状況には、債権譲渡通知書等を受理しているが、該当月の診療報酬等の請求がない債権譲渡通知書等は含まれていない。

令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況

債権譲渡等の処理概要

支払基金は、診療報酬等の支払いに際して、債権譲渡通知書又は債権差押命

令等を受理した場合に、当該通知書等に基づき権利者（譲受人・債権者）への

診療報酬等の支払対応を行う。

受理状況

保険医療機関等数 保険医療機関等数 金額（千円）

令和5年度 10,711 8,537 58,500,784

(360) (78) (41,666)

令和6年度 11,681 9,261 62,324,435

(393) (86) (61,571)

令和7年度 12,150 9,373 64,073,045

(406) (88) (48,733)

【前年度比率】 104.0% 101.2% 102.8%

(103.3%) (102.3%) (79.1％)

支払状況

年度

３ 令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況
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令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況

診療種別の支払状況（月平均）

注1 「（ ）」については、差押に係る数値（再掲）である。
注2 本表の各区分の数値は月平均で四捨五入しているため、合計と不一致の場合がある。

区分 年度 医科 歯科 調剤 訪問看護 合計

令和5年度 1,718 1,363 4,639 818 8,537

（19） （50） （4） （5） （78）

令和6年度 1,887 1,489 4,831 1,054 9,261

（25） （53） （5） （3） （86）

令和7年度 2,067 1,586 4,439 1,282 9,373

（23） （57） （３） （4） （88）

【前年度比率】 109.5% 106.5% 91.9% 121.6% 101.2%

（92.0%） （107.5％） （60.0％） （133.3%） （102.3%）

令和5年度 32,155,033 2,900,408 22,227,630 1,217,713 58,500,784

（16,317） （18,367） （3,214） （3,767） （41,666）

令和6年度 33,541,346 3,468,738 23,574,426 1,739,925 62,324,435

（30,658） （23,512） （5,972） （1,429） （61,571）

令和7年度 36,781,381 3,962,965 21,195,391 2,133,309 64,073,045

（17,300） （25,425） （3,091） （2,917） （48,733）

【前年度比率】 109.7% 114.2% 89.9% 122.6% 102.8%

（56.4％） （108.1％） （51.8％） （204.1％） （79.1％）

金額

（千円）

保険医療機関等数

３ 令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況
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令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況

（参考）債権譲渡・差押の流れ
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債権譲渡の例 債権差押命令の例

① 債権譲渡の契約締結

② 債権譲渡
通知書の送達

③ 診療報酬等
の請求

④ 診療報酬等
の支払

※ 支払基金は、債権譲渡通知書の内容に基づき、譲渡された
診療報酬等を金融機関等へ支払う。

① 債権差押え
の申立て 

② 債権差押
命令の送達 

② 債権差押
命令の送達 ④ 診療報酬等

の支払

③ 診療報酬等
の請求

※ 支払基金は、債権差押命令に基づき、差押えされた
診療報酬等を金融機関等へ支払う。
（法令に基づき供託する場合は、法務局へ供託する。）

法
務
局

⑤ 診療報酬等
の供託

３ 令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況


	スライド 0: 発表事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	スライド 1: 令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況
	スライド 2: 令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況
	スライド 3: 令和7年度診療報酬債権譲渡等の処理状況

